
医師の働き方改革（特定労務管理対象機関の指定）について

○ 令和６年４月から医師に対する時間外労働の上限規制が適用されるにあたり、

地域医療確保又は集中的技術向上の観点から、年960時間を超える時間外労働を

させる必要がある医療機関は、都道府県の指定を受ける必要がある

(1) 指定の概要
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○ 指定に当たって、都道府県知事は

あらかじめ都道府県医療審議会の意見を

聴かなければならない

（改正医療法第113条）

〇 また、指定に関する実質的な議論に

ついては、地域医療対策協議会等の場で

行うことを想定

（医師の働き方改革の推進に関する検討会

中間とりまとめ（令和２年12月22日））

(2) 指定までのイメージ

（令和４年度第１回都道府県医療勤務環境改善担当課長会議（厚生労働省）資料より抜粋）

（令和４年度第２回都道府県医療勤務環境改善担当課長会議（厚生労働省）資料より抜粋し一部追記）
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地域医療
対策協議会
での議論
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いずれも令和４年度に県が医療機関（病院 67か所及び有床診療所 45か所）に対して行った状況調査により確認した内容

（令和４年９月末時点）

〇指定申請の意向がある医療機関

７医療機関 ※詳細な状況について精査・確認中

〇時間外上限規制の適用による影響

・ 令和６年４月（上限規制適用）以降に年間1,860時間を超える休日・時間外勤務が

見込まれる医師はいない

・ 時間外上限規制の適用を理由とした派遣の取止め・縮小の予定はない

〇宿日直許可の取得・申請状況

右表のとおり

（宿日直許可取得により、当該勤務については時間外労働時間に換算されない）

・ 現時点における本県の想定スケジュール（次頁別表）を県内医療機関に周知し、申請・指定に向けた準備を進めるとともに、

厚生労働省や医療勤務環境評価センターから今後示される追加情報により、詳細なスケジュールを調整・更新

・ 申請があった医療機関の指定に関して、地域医療対策協議会の場で議論

→令和５年度は２回（10月頃及び２月頃）御議論いただく予定

・ 県内医療機関に、制度の再周知等を行い、引き続き適切な労務管理を行うよう要請

(4) 今後の対応

(3) 現在の各医療機関の状況
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宿日直許可の取得・申請状況

不明・未回答 4 27
計 67 45

申請予定 34 0
申請予定なし 5 15

分類 病院 有床診

許可取得済み 24 3
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【別表】指定に向けた本県の想定スケジュール
※Ｒ４年９月末時点の想定スケジュールであり、今後の追加情報により、詳細な内容に変更・更新する予定

山形県

地域医療

対策協議会

評価センター

医療機関

山形県

山形県

医療審議会

11月 12月 1月 2月 3月 4月～5月 6月

Ｒ６年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 7月 8月 9月 10月

Ｒ４年度 Ｒ５年度

概要説明

指定申請受付

期限(１回目)

申請受付

期限(２回目)

評価

結果

受領

指定

申請

県内医療機関の状況把握/宿日直申請や特定労務管理対象機関の指定申請に向けた支援

状況報告

Ｒ４年１０月中に受付開始予定

特定労務管理対象機関の指定申請に向けた準備（時短計画案の作成、評価センターへの提出 等）

評価センター

受審

評価センターによる評価

※県への申請期限に間に合うよう、遅くとも７月頃までに評価センターに提出を完了する必要あり

時短計画の取組み

概要説明

指定

申請
指定通知

受領

指定通知

受領

３６協定締結、時短計画策定

指定に関する

意見聴取

指定に関する

議論
指定に関する

議論

指定に関する

意見聴取

指定

時間外上限規制等の適用

評価期間は約４か月間と想定されている


